
平成２６年度当初予算 施策 取組概要 
 

 

12201 がん予防・早期発見の推進    （健康福祉部） 

（主担当部局：健康福祉部）       12202 がん治療・予後対策の推進    （健康福祉部） 
 

県民の皆さんとめざす姿 

がんの予防・早期発見から治療・予後までのそれぞれの段階に応じたがん対策が進み、がんにかかる人

やがんで亡くなる人が減少しています。 
 

平成 27 年度末での到達目標 

県民の皆さん、ＮＰＯ、企業、医療機関、市町等が連携してがん対策に取り組むことにより、がんに対

する意識やがん検診受診率および検診精度の向上が見られ、がんの予防・早期発見が進んでいます。また、

がんに対する医療体制や、がん患者とその家族に対する相談支援体制などを強化することにより、がん患

者の療養生活の質が向上しています。 
 

県民指標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

75 歳未満の人口
10 万人あたりの
がんによる死亡者
数（年齢調整後） 

 
74.5 人 
(23 年) 

71.6 人 
(24 年) 

 

68.7 人 
（25 年） 

66.0 人以下
(26 年) 

77.4 人 
(22 年) 

78.5 人 
(23 年) 

   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

国が策定したがん対策推進基本計画の主目標の一つであり、がんによる 75 歳未満の死亡状況
について、年齢構成の異なる地域間の死亡状況が比較できるよう年齢構成を調整した県の人
口 10 万人あたりの死亡者数 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 26 年度目標値については、平成 27 年度目標値 66.0 人と、平成 23 年度現状値 77.4 人
との差 11.4 人を 4 年間で確実にカバーできるよう、年 2.9 人減をめざして設定しました。 

 

活動指標      

基本事業 目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

12201  がん
予防・早期発
見の推進 
（健康福祉部
医療対策局） 

がん検診受診
率 
（乳がん、子
宮頸がん、大
腸がん） 

 

乳がん 
24.4％ 

子宮頸がん 
28.8％ 

大腸がん 
24.2％ 

（23 年度） 

乳がん 
28.0％ 

子宮頸がん 
30.9％ 

大腸がん 
27.9％ 

（24 年度） 
 

乳がん 
31.6％ 

子宮頸がん 
33.0％ 

大腸がん 
31.6％ 

（25 年度） 

乳がん 
35.0％ 

子宮頸がん 
35.0％ 

大腸がん 
35.0％ 

（26年度） 

乳がん 
20.8％ 

子宮頸がん 
26.7％ 

大腸がん 
20.5％ 

（22 年度） 

乳がん 
19.8％ 

子宮頸がん 
28.3％ 

大腸がん 
23.4％ 

（23 年度） 

   

12202  がん
治療・予後対
策の推進 
（健康福祉部
医療対策局） 

がん診療に携
わる医師に対
する緩和ケア
研修修了者数
（累計） 

 681 人 804 人 

 

927 人 1,050 人 

557 人 673 人    

 

   

       

     

１２２ がん対策の推進 



進捗状況（現状と課題） 

・ ８市町において、創意工夫した個別受診勧奨などがん検診受診率向上の取組を進めています。また、

がん検診の受診行動の課題を明確にするため、県民を対象としたアンケート調査を実施しました。ア

ンケート調査結果をふまえて、これまでのがん検診の取組結果の検証や広報の方法、対象者に応じた

受診勧奨の有効策の検討が必要です。 

・ がん対策について民間企業５社と新たに協定を締結するなど、民間企業と連携を図った取組を進めま

した。引き続き、民間企業・団体等と連携して、実効性のある普及啓発活動を推進していく必要があ

ります。 

・ 地域がん登録のがん情報のデータ収集・集計の取組を進めるとともに、がん登録実務研修を実施し、

がん登録の精度向上を促進しています。今後、蓄積されたデータから地域におけるがんの罹患状況等

を分析し、実効性のあるがん対策につなげる必要があります。 

・ がん患者の治療効果と療養生活の質の向上をめざし、口腔ケアをがん治療の一環として実施する医科

歯科連携の取組を進めるため、がん診療連携拠点病院等で構成するがん診療連携協議会と三重県歯科

医師会、三重県の３者が医科歯科連携強化のための協定を締結しました。 

・ 緩和ケアの質の向上のため緩和ケア研修を実施していますが、受講者数は年ごとに減少しており、新

たに緩和ケア等のがん医療に携わる医療機関に対して周知を図る必要があります。 

・ 県がん相談支援センターやがん診療連携拠点病院等に設置された相談支援センターにおいて、がん患

者等に対して相談、情報提供を行っています。今後、がん患者等の不安や疑問、治療選択の悩み等に

対応できる相談のほか、がん患者が社会的な活動を続けるための取組が必要です。 

・ がん対策の一層の充実を図るため、平成 26年４月の施行をめざし、がん患者とその家族、医療関係者

などから多様な意見を聞きながら「三重県がん対策推進条例（仮称）」を策定しています。 

 

平成 26 年度当初予算編成に向けての基本的な考え方 

・ がん検診の受診率向上の取組が一層拡大するよう、アンケート調査結果をふまえた対応策や受診率向

上の効果がみられる好事例をとりまとめ、各市町が行うがん検診への導入を促進します。 

・ 引き続き、がんの正しい知識の普及啓発やがん検診受診率向上などの取組をＮＰＯ、民間企業・団体

等と連携して推進します。 

・ がん登録の法制化の動向をふまえ、引き続き精度の高いがんの罹患情報の収集・集計の取組を進めま

す。また、三重大学を中心にがん登録データの分析を行い、今後のがん対策を進めるための企画立案

や、市町、医療機関等の利用、情報提供が出来るよう取組を進めます。 

・ がん診療連携拠点病院等と地域の歯科医療機関とが連携し、各地域においてがん患者への口腔ケアに

対応できるよう取り組みます。 

・ がん医療連携推進病院の指定をめざす医療機関や緩和ケア病棟設置を検討している医療機関等に対し

て、緩和ケア研修の受講を働きかけます。 

・ がん患者の治療と就労の両立をめざす取組を検討します。 

・ 平成 26 年度に施行予定の「三重県がん対策推進条例（仮称）」に基づき、がんの正しい知識の普及啓

発やがん検診受診率向上などの取組を、市町や保健医療関係者、ＮＰＯ、民間企業・団体等と連携協

力して推進するなど、がん対策の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 



 

主な事業 

 

 

●（一部新）がん予防・早期発見事業【基本事業名：12201 がん予防・早期発見の推進】 

   予算額：(25) １３，５０６千円 → (26)  １９，３０４千円 

事業概要：がん検診受診率向上のため、専門機関と連携して、市町の効果的な受診勧奨等の取組を支

援します。また、企業・団体等と連携したがん対策の普及啓発を進めるとともに、子どもの

頃からがんに関する正しい知識を持つよう、関係者と協力してがん教育の指導内容等につい

て検討します。  

 

●がん医療基盤整備事業【基本事業名：12202 がん治療・予後対策の推進】 

   予算額：(25) １７８，８１８千円 → (26)  １３８，０７５千円 

   事業概要：精度の高いがん登録の取組を推進するとともに、がん登録データをもとに調査研究や情報

提供を行います。また、医科歯科連携によるがん治療の効果を高め、療養生活の向上を図る

ため、歯科医療関係者、看護師等を対象に研修を実施します。 

 

●（一部新）がん療養生活向上事業【基本事業名：12202 がん治療・予後対策の推進】 

   予算額：(25) １５，１６８千円 → (26)  １４，８０８千円 

   事業概要：緩和ケアに関する知識、技能を持った医療従事者を育成するため、あらゆる機会を通じて

緩和ケア研修の受講を働きかけます。また、がん患者の就労等の社会生活を支援するため、

相談支援、情報提供に取り組みます。 

 

健康福祉部
 


